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Ａ地区建物の円滑な整備に向けて、設計と施工の連携によりコスト縮減や工期短縮

など様々な課題に対応する「ＥＣＩ方式（設計段階から施工者が関与する方式）」を活
用するため、昨年１１月から ①実施設計業者 及び ②施工業者（設計への技術協力
者）の公募を行っています。 

このうち、①実施設計業者については、昨年
末に業者選定の審査会を実施し、 
「大建・ａｇアーキテクツ・水谷 実施設計共同企業体」 
に決定しました。 

引き続き、②施工業者についても、１月末に
審査会を実施したうえで受注業者を決定し、両
者の協力体制のもと実施設計業務に取り組んで
いきます。 

★ お 知 ら せ ★ 

 ◆ 換地計画（案）の権利者説明について 

現時点 

 ・１月から２月にかけて、順次個別説明を実施する予定です。 
 ・説明にあたり、市より、個別に日程調整を行いますので、ご協力お願いし

ます。 
 ・この説明は、換地計画決定前の重要な意見調整になります。 

土地の再配置（換地計画（案））について個別説明を行います。 
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 ◆ A 地 区 建 物 の 実 施 設 計 業 者 の 決 定 に つ い て 
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【開 催 日】 令和４年１月２０日（木） 
【議   題】 ●土地評価基準について（諮問）⇒ 原案のとおり承認されました。 

●路線価指数について （諮問）⇒ 原案のとおり承認されました。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ◆ 第 ２ 回 評 価 員 会 の 開 催 結 果 

 ◆ 土 地 評 価 基 準 の 内 容 に つ い て（概要） 

・換地設計の方針等を記載。 

・内容は、審議会に確認（諮問） 

し、１２月２日に承認。 

・土地評価の方針等を記載。 

・内容は、評価員に確認（諮問） 

し、１月２０日に承認。 

 ●土地の評価方法 ※路線価式評価（相続税や固定資産税の評価と同じ方法） 

 ●市が整備する立体換地建築物の評価方法 

・「路線価式評価方法」は、事前に路線（道路）の価値を算定し、その算定された路線の
価値（路線価）に接する宅地を評価する方法です。 

 
＜路線価の算定では＞ 
・路線価は、道路種別や受益施設（駅や公園等）からの距離などから算出します。 
 
＜各宅地の評価では＞ 
・路線価を基本に、宅地の奥行や間口の長さ、形状等を考慮して宅地の評価を行いま

す。また、角地などの接道条件も評価の対象になります。 

・建築コスト、敷地価格、階層別（各階）の利用率などを定め、不動産鑑定士のご意見
を踏まえながら評価します。 

 

土地評価基準と換地設計基準を定めました 

 これから、皆さまの財産である土地等の再配置にあたり、公平かつ適正に行うた
め、施行者である北九州市は『土地評価基準』と『換地設計基準』の２つの基準を 
定めました。この基準は、土地区画整理事業では必須であり、旦過地区でも国が監 
修した全国的な基準を基に作成しています。 

※審議会とは 

施行地区内の地権者の代表として、施行者（市）に対し、

仮換地の指定等について意見を述べるとともに、保留地

の決定などについて同意を行う権限を有しています。 

※評価員とは 

評価員は、審議会の同意を得て選任され、土地や

立体換地建築物等の評価について、施行者（市）に

対し、意見を述べる権限を有しています。 



                          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

●換地の位置 

 ・換地は、整理前（現在）の配置関係等を考慮します。 

●換地の形状 

 ・道路や街区（Ａ地区、ＢＣ地区、Ｄ地区、Ｅ地区）の形状から、基本的に長方 
形になるように換地設計を行います。 

●換地面積の計算方法 

 ・「整理前」と「整理後」の土地等の評価が等しくなるように換地面積を算出
します。（整理後には平面換地と立体換地があります。） 

100m2 
権利指数： 

80,000 

80m2 
権利指数： 

80,000 

 
床 50m2 
権利指数： 

80,000 

【整理後‐平面換地】 【整理後‐立体換地】 

区画整理⽤語辞典  

●権利指数 

 （路線価指数）×（宅地の面積）＝（権利指数）とします。 
 

 ◆ 換 地 設 計 基 準 の 内 容 に つ い て（概要） 

【整理前】 

路線価指数 800 路線価指数 1,000 

又は 

●その他 

 ・換地設計を行うための基準となる宅地の面積は、登記簿の土地面積となります。 

 ・換地は、原則、１筆につき、１個定めます。 

  （筆（ふで）：土地登記簿において、１個の土地を指す単位を筆と言います。） 

 ・宅地が著しく大きい場合など、複数に分けて換地する場合があります。 

・２筆以上の宅地を所有し、面積が小さい場合は、１つにまとめる場合があります。 

（例） 

道路 道路 
土地＋床 

土地 

【整理前（現在）】 （例） 【整理後】 

  路線価指数は、『土地評価基準』により設定されるもので、宅地に接する道
路を評価したものです。 

ご不明な点は、個別説明時にお尋ね下さい。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

神嶽川旦過地区整備室では、関係者の皆様に事業に

ついての情報提供を行っています。質問等がござい

ましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

 

 

北九州市 建設局 河川部 神嶽川旦過地区整備室 

【電話：０９３－５１１－７１２３】 

市のホームページで過去の 

区画整理ニュースも公開中！ 

 

 

 

 

ｽ ﾏｰﾄ ﾌｫﾝで 

ＱＲｺｰﾄﾞを 

読み取って下さい。 

 

 

今後の区 画 整 理 事 業 の 進 め 方 

市が委託した専門の補償調査会社
が、順次、調査を行います。調査
は建物内に入って行いますので、
ご協力をよろしくお願いします。 

意向調査などを反映して、換地計画案を作成します。 

２週間の縦覧後、土地区画整理審議会の意見を聴いて 
換地計画を決定し、関係権利者に通知します。 

補償対象者毎に補償額を説明し、
補償について合意すると市と補償
対象者との間で、補償契約を締結
します。 
仮移転や建物等の撤去を行ってい
ただきます。（一部、市が解体工
事を行います） 

市が施設整備工事（立体建築物、道路等）を行います。 

工事が完了した後、市が使用収益開始日（利用開始日）
をお知らせします。 

換地処分に伴う土地･建物の登記を行います。 

換地計画（清算金明細書）で定め 
られた清算金の徴収･交付を行い
ます。  

現時点 


